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Ａ　

序　

論　
（
橋
本
富
太
郎
）

一
、
本
研
究
の
概
要

（
1
）
研
究
の
実
施
体
制

　

橋
本
富
太
郎
（
研
究
責
任
者
）・
所 

功
・
久
禮
旦
雄

（
2
）
研
究
の
目
的
お
よ
び
意
義

　

本
研
究
は
、
ま
ず
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
国
家
伝
統
研
究
の
一
環
で
あ

る
。
武
家
時
代
に
お
け
る
皇
室
の
実
像
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か

を
、『
皇
室
野
史
』
を
起
点
し
て
、
最
新
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
な
が

ら
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
廣
池
千
九
郎
研
究
で
も
あ
る
。

明
治
二
十
年
代
の
史
学
の
興
隆
を
視
野
に
入
れ
、
京
都
と
い
う
土
地
柄
の

特
色
も
捉
え
つ
つ
、
当
時
の
廣
池
の
研
究
お
よ
び
啓
蒙
活
動
を
明
ら
か
に

し
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
形
成
史
に
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
本
書
の
史
学
史
上
に

お
け
る
位
置
を
明
確
化
す
る
。

　

研
究
の
成
果
は
、
皇
室
が
苦
難
の
歴
史
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
き
た

か
、
ま
た
国
民
が
い
か
に
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ

こ
か
ら
国
家
伝
統
の
歴
史
的
意
味
と
国
民
と
の
関
係
性
が
知
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
国
の
在
り
方
と
道
徳
教
育
に
も
示
唆
を
与

え
る
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
研
究
の
方
法
と
期
間 

①
研
究
の
方
法

　
『
皇
室
野
史
』
の
全
文
に
注
解
を
加
え
る
。
難
語
、
人
物
、
史
料
等
に

分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
担
当
者
を
割
り
当
て
て
行
う
。
使
用
さ
れ
た
史
料
に

つ
い
て
は
特
に
注
意
し
、
富
岡
鉄
斎
の
蔵
書
調
査
な
ど
も
行
い
、
京
都
に

お
け
る
実
地
調
査
も
重
視
す
る
。

②
研
究
の
期
間

『
皇
室
野
史
』
の
再
発
見

伝
統
文
化
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

共
同
研
究
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期
間
は
三
年
間
と
す
る
が
、
そ
の
後
も
必
要
に
応
じ
て
継
続
す
る
。

一
年
目
： 

所
に
よ
る
総
論
的
研
究
の
成
果
を
、
令
和
四
年
一
月
十
二
日

の
研
究
会
に
お
い
て
中
間
報
告
し
、
そ
の
概
要
を
『
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
』
に
寄
稿
す
る
。

二
年
目
： 
初
年
度
の
成
果
に
基
づ
き
、
橋
本
・
久
禮
が
分
担
内
容
を
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
お
よ
び
道
科
研
に
お
い
て
報
告
し
、
そ
の
概

要
を
『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
』
に
寄
稿
す
る
。

三
年
目
： 

最
終
章
ま
で
検
討
を
完
了
し
、
そ
の
概
要
を
『
モ
ラ
ロ
ジ
ー

研
究
』
に
投
稿
す
る
。
さ
ら
に
全
体
の
原
稿
を
総
合
的
に
再

検
討
し
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
出
版
の
準
備
を
す
る
。

二
、『
皇
室
野
史
』
の
解
題

（
1
）『
皇
室
野
史
』
の
刊
行

　

京
都
時
代
、
富
岡
鉄
斎
邸
で
の
史
籍
渉
猟
が
大
い
に
弾
み
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
成
果
が
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
八
三
）
五
月
刊
行
の
『
皇
室

野
史
』
で
あ
る
。

　
『
史
学
普
及
雑
誌
』
第
九
号
（
明
治
二
十
六
年
五
月
）
の
広
告
に
は
、

本
書
発
行
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
我
邦
に
は
未
（
い
ま
だ
）
神
明
的
の
論
断
を
除
き
て
事
実
上
よ
り
皇

室
の
事
を
説
き
た
る
書
一
つ
も
な
し
殊
に
武
家
時
代
の
皇
室
の
状
を
説
き

た
る
も
の
更
に
な
く
応
仁
乱
後
の
大
惨
状
の
詳
密
な
る
皇
室
の
状
況
及
徳

川
時
代
の
皇
室
の
御
内
情
に
至
り
て
は
之
を
知
る
も
の
天
下
に
一
人
も
な

し
と
云
て
可
也
」。

　

当
時
、
皇
室
に
関
す
る
文
献
は
、
物
語
的
な
書
物
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

近
代
科
学
の
批
判
に
耐
え
う
る
よ
う
な
実
証
的
な
も
の
は
存
在
せ
ず
、
特

に
武
家
政
権
時
代
の
皇
室
の
実
情
に
つ
い
て
は
知
る
人
が
誰
も
い
な
い
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
本
書
は
、
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
〜
）
か

ら
江
戸
末
期
ま
で
の
皇
室
が
最
も
衰
退
し
た
時
期
に
、
織
田
、
豊
臣
、
徳

川
ら
の
武
将
が
、
皇
室
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
か
、
ま

た
、
皇
室
と
人
民
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
、
い
か
に
苦
楽
を
と
も
に
し
て

い
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
発
行
の
ね
ら
い
は
、
事
実
を
述
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
民
に
皇
室
尊
重
の
精
神
│
│
大
義
名
分
│
│
を
喚
起
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

　

廣
池
は
本
書
を
皇
室
に
関
す
る
歴
史
書
と
し
な
が
ら
も
、
時
代
は
ほ
ぼ

武
家
政
権
期
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
た
だ
皇
室
の
歴
史

を
通
史
的
に
述
べ
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
説
く
こ
と
が
で
き
る
大
義
名
分
が
あ
る
と
想

定
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
本
書
は
『
史
学
普
及
雑
誌
』
第
七
・
八
号
の
発
行
予
告
の

時
点
で
の
タ
イ
ト
ル
は
、『
皇
室
御
史
』
だ
っ
た
が
、
同
九
号
の
広
告
に

よ
る
と
、「
其そ
の

筋す
じ

」
か
ら
の
忠
告
が
あ
っ
て
、
発
行
直
前
に
『
皇
室
野
史
』

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。「
御
史
」
で
は
公
的
な
正
史
の
意
味
が
あ
る
た
め
、

個
人
が
書
く
に
は
私
的
な
意
味
の
あ
る
「
野
史
」
の
方
が
よ
い
と
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。
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（
2
）
本
書
の
主
張 

　

第
一
章
は
、
応
仁
の
乱
以
降
の
戦
乱
に
よ
っ
て
衰
え
た
皇
室
の
惨
状
か

ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
史
書
や
古
文
書
、
説
話
な
ど
を
駆
使
し
て
考
証

を
お
こ
な
い
、
日
々
の
生
活
に
も
事
欠
く
皇
室
の
困
窮
ぶ
り
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
な
お
、「
天
下
の
人
心

は
全
く
皇
室
を
忘
れ
ず
、
動
も
す
れ
ば
之
に
近
き
忠
節
を
尽
し
て
其
威
風

の
下
に
立
た
ん
と
す
る
」（
三
五
一
頁
）
有
力
者
た
ち
が
存
在
し
た
こ
と

を
紹
介
し
、
衰
微
し
つ
つ
も
人
民
か
ら
の
敬
慕
を
失
わ
な
い
皇
室
の
権
威

を
導
き
出
し
て
い
る
。
皇
室
論
者
の
多
く
が
、
建
国
の
偉
業
や
華
や
か
な

王
朝
文
化
な
ど
の
理
想
像
に
関
心
が
向
く
中
、
あ
え
て
最
悪
の
状
況
に
着

目
し
た
と
こ
ろ
は
、
そ
う
い
う
と
き
に
こ
そ
真
の
大
義
名
分
が
わ
か
る
と

し
た
廣
池
の
史
眼
が
光
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
二
章
（
上
）
で
は
、
徳
川
氏
が
皇
室
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
政
策
を

と
っ
た
か
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
が
皇
室
を
圧
迫
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
不
忠
・
不
徳
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
た
。

　

徳
川
幕
府
が
、
皇
室
お
よ
び
朝
廷
の
勢
力
を
殺
ぐ
た
め
に
布
い
た
法
令

な
ど
を
細
か
く
分
析
す
る
一
方
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
古
老
を
尋
ね

た
口
碑
（
言
い
伝
え
）
も
重
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
西
国
大
名
か
ら
公

卿
に
嫁
い
だ
女
性
が
、
新
居
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
に
驚
愕
し
、
悲
嘆
に
暮
れ

た
こ
と
な
ど
を
朝
廷
の
困
窮
を
証
す
る
「
確
実
な
る
珍
話
」（
四
二
〇
頁
）

と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

第
二
章
（
下
）
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
政
策
か
ら
、
徳
川
期
に
も
依
然

と
し
て
皇
室
尊
重
の
大
義
名
分
が
廃
れ
て
い
た
こ
と
を
嘆
き
な
が
ら
も
、

同
時
に
、
こ
の
時
代
が
最
も
大
義
名
分
が
よ
く
説
か
れ
た
時
代
だ
と
し
て

注
目
し
て
い
る
。
徳
川
光
圀
の
『
大
日
本
史
』
を
筆
頭
に
、
曲
亭
馬
琴
の

『
里
見
八
犬
伝
』
な
ど
の
物
語
も
皇
室
尊
重
の
精
神
を
導
い
た
と
評
価
し

た
。
こ
う
し
て
「
王
政
復
古
の
機
」
は
熟
し
、「
幕
府
失
権
の
大
原
因
」

が
す
で
に
兆
し
て
い
た
と
い
う
（
四
四
四
頁
）。
皇
室
圧
迫
政
策
が
、
か

え
っ
て
有
志
者
た
ち
の
尊
王
心
を
高
め
た
と
い
う
因
果
関
係
を
立
論
し
て

い
る
。

　

最
後
の
第
三
章
で
は
、『
皇
室
野
史
』
以
後
に
展
開
す
る
廣
池
の
皇
室

論
が
垣
間
見
え
る
。
皇
室
は
人
民
の
宗
家
で
あ
り
、
ゆ
え
に
歴
代
の
天
皇

は
み
な
父
母
の
愛
を
以
っ
て
天
下
に
臨
ん
で
き
た
。
こ
の
天
皇
と
民
と
の

円
満
な
親
子
関
係
の
間
を
隔
て
る
驕
兄
に
幕
府
な
ど
の
権
門
を
例
え
て
い

る
。「
皇
室
の
栄
え
た
る
時
人
民
楽
し
み
、
皇
室
の
衰
へ
し
時
人
民
苦
し

み
た
り
」（
四
五
六
頁
）
と
、
皇
室
と
人
民
と
の
密
接
な
関
係
を
述
べ
、

さ
ら
に
皇
室
を
尊
ぶ
か
否
か
に
よ
っ
て
人
民
の
幸
福
が
左
右
さ
れ
る
こ
と

を
見
出
し
て
い
る
。

　

本
章
末
尾
に
は
、
歴
代
天
皇
の
仁
恵
を
示
す
御
製
三
十
二
首
を
掲
げ
、

次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
た
。「
只
皇
室
が
神
明
の
統
を
享
け
給
ふ
か
故

に
、
人
民
の
之
に
従
ふ
は
勿
論
な
り
な
と
ゝ
の
命
令
的
の
偏
見
を
去
り
、

日
常
心
を
此
皇
室
と
人
民
と
の
関
係
せ
し
歴
史
に
注
き
て
衷
心
皇
室
の
繁

栄
を
企
図
す
べ
き
也
」（
四
六
三
頁
）。
な
ぜ
皇
室
を
尊
く
べ
き
か
の
根
拠

を
神
話
的
説
明
に
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
を
考
察
す
る
こ
と
に
求
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め
、
理
由
を
挙
げ
た
上
で
皇
室
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。

（
3
）
本
書
の
位
置 

　

本
書
の
巻
末
に
示
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
廣
池
の
生
涯
に
一
貫

し
た
研
究
態
度
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
神
聖
を
科
学
的
に
説
明
し
よ
う
と

し
た
『
伊
勢
神
宮
』
や
、
道
徳
実
行
の
効
果
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

道
徳
を
奨
励
し
た
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
等
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
に
継

承
さ
れ
た
。
ま
た
、
皇
室
を
尊
ぶ
大
義
名
分
論
は
、
本
書
に
よ
っ
て
そ
の

基
礎
が
形
成
さ
れ
、
国
家
伝
統
尊
重
と
い
う
最
高
道
徳
論
へ
と
展
開
し
て

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
出
版
当
時
、
歴
史
研
究
は
大
い
に
流
行
し
て
お
り
、
廣
池
の
研

究
・
出
版
活
動
は
時
流
に
乗
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
の

出
版
状
況
を
み
る
と
、
史
論
の
書
物
は
多
数
出
て
い
る
も
の
の
、
確
か
に

皇
室
を
正
面
に
置
い
た
歴
史
書
は
限
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
特
に
、
武

家
の
皇
室
に
対
す
る
態
度
に
い
た
っ
て
は
、
百
年
以
上
経
過
し
た
現
代
に

お
い
て
す
ら
「
戦
国
大
名
の
研
究
は
盛
大
で
あ
る
が
、
大
名
と
天
皇
と
の

関
係
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
論
考
は
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
」（
今
谷
明

『
戦
国
大
名
と
天
皇
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
六
頁
）
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、

廣
池
の
先
進
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
発
行
部
数
を
示
す
記
録
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
学
界
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
未

解
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
今
後
の
研
究
に
俟
ち
た
い
。

　

な
お
、
本
書
の
売
り
上
げ
は
史
学
普
及
雑
誌
社
の
業
績
を
好
転
す
る
ほ

ど
で
は
な
か
っ
た
。『
雑
誌
』
の
広
告
を
見
る
と
、「
発
行
以
来
忽
江
湖
の

嘆
賞
に
預
り
、
皇
室
野
史
は
今
や
殆
売
尽
し
、
甚
品
少
な
と
な
れ
り
。
入

用
の
諸
君
は
速
に
申
込
な
け
れ
ば
品
切
と
な
る
に
至
る
べ
し
」
と
、
好
評

の
た
め
、
在
庫
切
れ
間
近
で
あ
る
か
ら
お
早
め
に
注
文
を
と
募
る
。
し
か

し
、
こ
の
広
告
を
二
十
七
年
二
月
か
ら
二
十
八
年
四
月
ま
で
（
第
二
十
号

を
除
く
）
十
四
か
月
も
続
け
て
い
る
の
だ
っ
た
。
満
足
の
い
く
売
り
上
げ

を
計
上
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

（
4
）
関
連
の
刊
行
物 

　

刊
行
と
同
年
の
十
一
月
十
五
日
、
廣
池
は
深
草
法
華
堂
（
深
草
北
陵
）

に
詣
で
た
。
こ
こ
は
、
第
八
十
九
代
後
深
草
天
皇
か
ら
第
百
七
代
後
陽
成

天
皇
ま
で
十
二
方
の
天
皇
が
、
小
さ
な
お
堂
一
箇
所
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

『
皇
室
野
史
』
に
記
す
皇
室
の
衰
微
し
た
時
代
の
跡
を
目
の
当
た
り
に
し

「
一
目
見
奉
る
も
、
涙
の
種
な
ら
ざ
る
な
し
」
と
、
後
に
記
し
て
い
る

（『
高
等
女
学
読
本
』
巻
二
、
三
十
丁
）。

　
『
日
本
史
学
新
説
』（
明
治
二
十
五
年
）
に
続
き
、
廣
池
は
『
史
学
俗
説

弁
』
を
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
九
月
に
発
行
し
た
。「
例
言
」
に

は
こ
う
あ
る
。

　
「
本
書
は
井
沢
長
秀
翁
の
公
益
俗
説
弁
を
基
礎
と
し
て
曲
亭
馬
琴
新
井

白
石
等
の
諸
説
を
斟
酌
編
輯
せ
し
も
の
な
り
。
歴
史
文
学
に
志
あ
る
も
の

多
く
雅
俗
の
諸
説
を
渉
猟
し
て
之
に
通
ぜ
ざ
れ
ば
事
に
当
て
誤
錯
を
免
れ

ず
。
本
書
は
聊
か
之
に
応
ず
る
の
微
意
を
存
す
。」

　

京
都
は
確
か
に
、
歴
史
資
料
に
は
恵
ま
れ
、
富
岡
鉄
斎
を
は
じ
め
と
す
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る
文
人
や
そ
の
子
謙
三
な
ど
の
研
究
仲
間
も
い
な
い
で
は
な
い
。
史
学
の

普
及
と
い
う
目
的
も
雑
誌
発
行
に
よ
っ
て
着
々
と
遂
げ
つ
つ
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
単
行
本
か
ら
は
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
渇
望
の

よ
う
な
も
の
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
歴
史
の
実
証
的
研
究
は
、
文
献
に
よ

っ
て
集
め
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。
雑
誌
へ
の
寄
稿
依
頼
に
よ
っ
て
東
京

の
学
者
た
ち
と
の
接
触
は
あ
っ
た
が
そ
れ
で
は
飽
き
足
ら
な
い
。
最
前
線

の
研
究
環
境
へ
の
想
い
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
い
る
。

Ｂ　

概　

説　
（
所　

功
）

『
皇
室
野
史
』
の
再
発
見
─
そ
の
成
立
と
意
義
─

一
、
著
作
の
意
図

　

廣
池
青
年
（
27
歳
）
の
自
序
・
広
告
・
追
記

　
　
　
　
　

  （『
廣
池
全
集
』
一　

Ｐ
三
四
一
・
四
六
四
頁
）

（
1
）
自
序
に
「
皇
室
野
史
大
尾
／
予
の
史
局
を
平
安
に
開
く
や
、
貴
重

の
材
料
を
恵
む
の
名
士
甚
だ
多
し
。
是
等
は
尤
も
予
の
銘
肝
す
る
処

也
。
方
（
ま
さ
）
に
他
年
、
大
著
述
成
る
の
日
、
盛
名
を
記
し
て
不
朽

に
伝
へ
、
以
て
今
日
の
報
恩
と
せ
ん
。
／
明
治
二
十
六
年
五
月　

廣
池

西
海　

誌
す
」「
皇
室
野
史
は
、
他
日
再
び
…
…
京
都
の
珍
し
き
材
料

に
て
、
大
部
の
も
の
を
編
纂
し
奉
る
べ
し
」
と
あ
る
。

（
2
）
広
告
に
「
我
が
邦
に
は
、
未
だ
神
明
的
の
論
断
を
除
き
て
、
事
実

上
よ
り
皇
室
の
事
を
説
き
た
る
書
、
一
つ
も
な
し
。
殊
に
武
家
時
代
の

状
を
説
き
た
る
も
の
更
に
な
く
、
応
仁
乱
後
の
大
惨
状
の
詳
密
な
る
皇

室
の
状
況
、
及
び
徳
川
時
代
の
皇
室
の
御
内
情
に
至
り
て
は
、
こ
れ
を

知
る
も
の
、
天
下
に
一
人
も
な
し
と
云
ふ
て
可
な
り
。」（『
史
学
普
及

雑
誌
』
九
号
）
と
み
え
る
。

（
3
）
追
記
に
「
皇
室
野
史
に
題
す
／
予
の
四
十
五
年
前
の
小
著
也
﹇
明

治
二
十
六
年
の
開
版
﹈。
当
時
草
卒
の
間
に
記
せ
し
文
な
れ
ど
も
、
古

来
皇
室
と
人
民
と
苦
楽
を
同
じ
く
せ
し
」
事
蹟
は
、
此
一
小
冊
子
中
に
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躍
如
た
り
」﹇
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
八
月　

千
九
郎
（
70
）
記
﹈

と
あ
る
。

二
、
題
名
の
変
更

（
1
）
橋
本
富
太
郎
氏
の
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
人
物
評
伝
選
『
廣
池
千
九
郎　

道

徳
科
学
と
は
何
ぞ
や
』（
一
〇
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
も
と
は
『
皇
室
御

史
』
で
あ
っ
た
が
、「
其
筋
」
か
ら
の
忠
告
に
よ
り
『
皇
室
野
史
』
と

改
題
し
た
（『
史
学
普
及
雑
誌
』
九
号
）。

※ 

ち
な
み
に
「
御
史
」
と
は
、
古
代
中
国
で
役
所
「
御
史
省
」
の
長
官

「
御
史
大
人
」、
大
納
言
の
唐
名
）。
ま
た
「
野
史
」
は
、
勅
撰
・
官
撰

の
「
正
史
」
に
対
す
る
民
間
私
撰
の
歴
史
書
で
あ
る
。

（
2
）
日
本
で
は
『
野
史
』
と
題
す
る
大
著
（
全
二
九
一
巻
）
を
飯
田
忠

彦
（
一
七
九
八
〜
一
八
六
〇
）
が
独
力
で
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に

完
成
し
て
い
る
。
後
小
松
天
皇
（
一
三
九
二
〜
）
か
ら
仁
孝
天
皇
（
〜

一
八
四
六
）
ま
で
の
本
紀
と
皇
后
・
皇
子
・
皇
族
・
武
将
・
歌
人
・
孝

子
・
叛
臣
な
ど
の
列
伝
か
ら
成
る
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
有
栖

川
宮
熾
仁
親
王
序
・
飯
田
家
蔵
版
を
刊
行
。

（
3
）
本
書
に
（
2
）
の
「
野
史
」
と
明
記
引
用
す
る
例
、「
正
二
位
内
大

臣
三
条
西
実
隆
は
…
…
当
時
世
上
に
書
籍
な
き
が
故
に
、
実
隆
自
ら
司

馬
還
の
史
記
を
書
写
せ
し
と
な
ん
」﹇
野
史
﹈（
三
四
九
頁
）、「
野
史
に

は
（
毛
利
）
元
就
が
朝
廷
に
献
上
せ
し
も
の
は
米
一
千
石
也
と
あ
り
」

（
三
五
一
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

三
、
本
書
の
構
成

（
1
）
要
目
（『
廣
池
博
士
全
集
』
一
）

第
一
章　
　

 

足
利
・
織
田
・
豊
臣
三
氏
執
政
時
代
の
皇
室
（
応
仁
乱

後
、
皇
室
の
惨
状
）

第
二
章
（上）　

 

徳
川
氏
執
政
時
代
の
皇
室
（
徳
川
氏
の
皇
室
に
対
せ
し
処

置
、
及
び
皇
室
の
御
内

第
二
章
（下）　

 

源
氏
・
北
条
・
足
利
・
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
氏
奉
皇
の
沿

革
、
並
に
王
政
復
古
の
真
原
因

第
三
章　
　

上
古
以
還
、
皇
室
と
人
民
と
の
関
係
せ
し
顛
末

（
2
）
本
文
末
、
四
六
三
頁
に
「
嗚
呼
、
皇
室
野
史
は
、
之
を
以
て
筆
を

止
む
。
日
本
国
民
は
、
…
…
皇
室
が
神
明
の
統
を
享
け
給
ふ
が
故
に
、

人
民
の
之
に
従
ふ
は
勿
論
な
り
な
ど
と
の
命
令
的
の
偏
見
を
去
り
、
日

常
心
を
此
の
皇
室
と
人
民
と
の
古
来
関
係
せ
し
歴
史
に
注
ぎ
て
、
衷
心

皇
室
の
繁
栄
を
希
図
す
べ
き
也
。
穴
賢
」
と
あ
る
。

四
、『
国
史
眼
』
と
の
関
係

（
1
）
重
野
安
繹
・
久
米
邦
武
・
星
野
恒
（
三
氏
と
も
東
大
国
史
教
授
）

編
『
国
史
眼
』（
帝
国
大
学
蔵
版
、
大
蔵
館
、
初
版
明
治
二
十
三
年

〈
一
八
九
〇
〉、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
公
開
）

は
、
廣
池
青
年
が
参
照
し
え
た
最
新
の
通
史
で
あ
る
。

そ
の
中
世
・
近
世
の
目
録
（
抄
）
は
、
11
院
政
の
世　

12
源
平
二
氏

逓
興　

13
北
条
氏
の
執
政　

14
南
北
朝　

15
足
利
市
の
盛
世　

16
足
利
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市
の
衰
世　

17
織
豊
二
氏
逓
興　

18
徳
川
氏
初
世　

19
徳
川
氏
中
世　

20
徳
川
氏
李
世
な
ど
か
ら
な
る
。

（
2
）
本
書
へ
の
引
用
例

（イ）�

頭
注
「
後
奈
良
帝
の
即
位
」（
三
四
七
頁
）
／
「
大
永
六
年
（
一
五

二
六
）
四
月
、
後
柏
原
天
皇
崩
じ
、
同
月
、
後
奈
良
天
皇
践
祚
し
玉

ふ
と
雖
も
、
其
の
衰
微
…
…
畏
く
も
供
御
の
費
用
乏
絶
し
て
、
公
卿

近
国
に
遊
説
し
、
地
方
の
豪
族
又
は
諸
侯
に
数
十
貫
或
は
数
石
の
銭

穀
を
上
ら
し
む
る
に
至
る
。
当
時
、
上
杉
輝
虎
の
如
き
、
亦
屢
々
費

を
献
じ
た
る
事
あ
り
と
云
ふ
…
…
初
め
後
柏
原
天
皇
の
御
代
よ
り
宸

筆
を
賜
う
て
其
の
謝
物
を
用
度
に
充
つ
る
が
如
き
事
あ
り
し
が
、
是

に
至
り
、
高
野
の
僧
有
雅
な
る
も
の
、
御
書
の
周
旋
を
な
し
寺
務
検

校
に
補
せ
ら
れ
た
り
﹇
国
史
眼
﹈」

（ロ）�

頭
注
「
毛
利
家
の
献
金
」（
三
五
一
頁
）
／
「
弘
治
三
年
（
一
五
五

七
）
九
月
、
後
奈
良
天
皇
崩
し
、
翌
月
正
親
町
天
皇
践
祚
せ
し
が
、

前
将
軍
足
利
義
稙
、
管
領
細
川
高
国
の
為
に
遂
わ
れ
…
…
京
都
の
動

乱
は
益
々
甚
し
く
、
即
位
の
料
足
り
な
き
事
、
亦
前
朝
の
時
と
異
な

ら
ず
。
是
を
以
て
頻
り
に
西
国
諸
侯
に
其
の
献
納
を
勧
め
た
れ
ど

も
、
俄
に
之
を
上
る
も
の
な
か
り
し
が
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）

正
月
、
毛
利
元
就
金
穀
を
献
ず
る
に
因
て
、
始
め
て
挙
行
す
る
を
待

た
り
。 

 

而
し
て
国
史
眼
に
は
、
元
就
等
金
を
献
上
す
と
あ
り
。
聞
く
処
に
よ

れ
ば
、
国
史
眼
は
当
時
の
御
湯
殿
日
記
（
朝
廷
の
記
録
）
の
文
に
よ

り
て
此
等
を
記
せ
し
と
云
へ
ば
、
野
史
に
一
千
石
と
あ
る
は
口
碑
を

取
り
て
記
せ
る
も
の
な
ら
ん
。
…
…
」

（ハ）�

頭
注
「
織
田
信
秀
の
勤
王
」（
三
五
二
頁
）
／
「
名
古
屋
の
城
主
織

田
信
秀
は
…
…
伊
勢
大
神
宮
も
…
…
頺
圮
既
に
極
り
た
る
と
聞
き
、

資
を
ば
度
会
（
外
宮
）
の
神
主
正
四
位
備
彦
に
贈
り
て
外
宮
の
仮
殿

を
造
ら
し
め
﹇
国
史
眼
に
、
外
宮
の
竣
功
は
天
文
七
年
（
一
五
三

八
）
と
あ
れ
共
、
秋
葉
氏
は
外
宮
引
付
所
載
文
書
に
よ
り
て
、
天
文

十
年
（
一
五
四
一
）
九
月
竣
功
と
せ
り
﹈、
独
り
頻
り
に
勤
王
の
志

を
表
せ
り
。」（
補
論
、
略
注
参
照
）

 

第
二
章　

頭
注
「
皇
室
の
御
料
」
／
（
四
一
二
〜
三
頁
）「
国
史
眼

に
挙
ぐ
る
処
は
／
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
禁
裏
御
料
二
万
九
千
七

百
三
十
石
、
仙
洞
院
宮
御
料
一
万
五
千
三
百
二
十
五
石
、
親
王
・
公

卿
共
に
四
万
四
千
百
九
十
七
石
、
門
跡
院
家
一
万
九
千
四
百
七
十
六

石
、
女
中
方
三
千
三
百
六
十
五
石
、
尼
御
料
四
千
二
百
二
石
、
諸
役

人
二
千
三
百
六
十
二
石
、
其
他
姫
二
宮
の
合
力
米
、
公
卿
の
蔵
米

等
、
畿
内
及
び
近
江
・
丹
波
諸
国
に
於
て
合
計
十
二
万
二
千
百
五
十

余
石
。
凡
そ
か
く
の
如
く
、
皇
室
の
御
料
は
、
創
業
の
頃
よ
り
漸
次

に
増
し
て
、
四
万
石
内
外
と
せ
り
。
…
…
」

※ 
『
国
史
眼
』
の
説
明
文
を
、
本
書
の
本
文
に
活
用
し
て
い
る
箇
所
も
少

な
く
な
い
。

（
3
）
著
者
独
自
の
見
解

本
書
に
は
廣
池
青
年
が
諸
史
料
を
探
索
し
て
究
明
し
た
独
自
の
見
解

（ニ）

（上）
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が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
を
第
一
章
か
ら
抄
出
す
る
。

（イ） 
「
当
時
、
上
杉
輝
虎
の
如
き
、
亦
屢
々
費
を
献
じ
た
る
事
あ
り
と
云

ふ
﹇
元
修
史
局
員
某
氏
の
談
話
、
此
一
項
は
近
衛
家
よ
り
修
史
局
に

廻
し
た
る
御
湯
殿
日
記
に
有
り
と
云
ふ
﹈」（
三
四
七
頁
）

（ロ） 

「
思
ふ
に
、
も
し
此
の
大
乱
を
し
て
外
国
に
至
ら
し
め
ば
、
皇
室
つ

と
に
滅
亡
し
て
他
姓
天
下
を
其
の
家
と
す
る
や
知
る
べ
き
の
み
。
彼

の
支
那
の
如
き
は
、
戦
国
の
際
、
其
の
以
前
八
百
余
歳
、
君
主
と
し

て
仰
ぎ
た
る
周
室
を
す
ら
蹂
躙
し
て
、
其
の
祖
を
絶
た
し
め
た
る
に

非
ず
や
。
畏
く
も
一
天
万
乗
の
天
皇
、
其
の
御
経
済
に
苦
し
み
玉
ふ

が
如
き
乱
世
に
及
ぶ
も
、
猶
天
下
の
人
心
は
全
く
皇
室
を
忘
れ
ず
、

や
や
も
す
れ
ば
之
に
近
き
忠
節
を
尽
し
て
其
の
威
風
の
下
に
立
た
ん

と
す
る
。
是
れ
は
決
し
て
か
り
そ
め
の
事
に
非
る
也
。
史
を
読
む
も

の
返
す
返
す
も
我
が
皇
祖
皇
宗
の
仁
を
以
て
不
知
不
識
の
間
に
忠
孝

の
教
を
垂
れ
、
か
か
る
め
で
た
き
国
体
を
成
せ
る
事
を
思
は
ざ
る
べ

か
ら
ざ
る
也
」（
三
五
一
頁
）

（ハ） 

「
文
学
衰
え
た
る
も
、
和
歌
は
当
時
戦
士
の
間
に
す
ら
盛
ん
に
行
は

れ
た
れ
ば
、
況
ん
や
公
卿
間
に
は
猶
盛
ん
な
り
し
な
ら
ん
」（
編
述

者
意
見
）（
三
五
四
頁
、
三
五
七
頁
に
も
）

（ニ） 

「
秀
吉
の
富
…
…
に
比
す
れ
ば
、
予
輩
は
一
歳
五
千
五
百
余
両
の

（
皇
室
）
供
御
料
は
甚
だ
少
か
り
し
も
の
と
感
ず
る
也
」（
三
六
二
〜

三
頁
）

五
、『
皇
室
野
史
』
の
意
義

（
1
）
本
書
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
重
要
な
原
点
と
み
な
し
得
る
。
そ
れ
は

（イ）
考
証
（
確
実
な
史
資
料
に
よ
る
史
実
の
立
証
）、
（ロ）
実
感
（
史
実
に

基
づ
く
皇
室
＝
「
国
の
親
」
の
確
信
）、
（ハ）
活
用
（「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
精

神
伝
統
」
と
し
て
の
援
用
）
の
三
点
と
い
え
よ
う
。

（
2
）『
道
徳
科
学
の
論
文
』
は
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
完
成
さ

れ
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
六
月
に
第
二
版
が
刊
行
さ
れ
、
平
成
三

年
（
一
九
九
一
）
新
版
が
現
在
普
及
し
て
い
る
。
そ
の
第
七
冊
（
二
六

五
頁
）
に
「
国
家
伝
統
…
…
即
ち
国
の
親
で
あ
り
…
…
真
の
君
主
と
云

ふ
も
の
は
、
全
く
肉
親
の
親
と
同
じ
く
真
の
慈
悲
心
を
以
て
人
民
を
愛

す
る
も
の
で
あ
っ
て
…
…
日
本
の
皇
室
は
教
え
の
親
で
あ
っ
て
、
肉
身

の
親
と
同
一
の
心
を
も
っ
て
国
民
を
愛
護
し
給
う
た
結
果
…
…
こ
れ
が

真
の
国
の
親
で
あ
ら
せ
ら
る
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ　

略　

注　
（
所　

功
）

『
皇
室
野
史
』
第
一
章
の
要
語
略
注
の
素
案

① 
Ｐ
三
四
一　

足
利
義
政
（
一
四
三
六
〜
一
四
九
〇
・
55
歳
）
…
…
室
町

幕
府
第
八
代
将
軍
（
一
四
四
九
〜
一
四
七
四
・
25
年
間
）
の
寛
正
二
年

（
一
四
六
一
）
の
大
飢
饉
に
も
義
政
が
対
策
を
と
ら
ず
奢
侈
に
耽
っ
て

い
た
と
み
ら
れ
、
後
花
園
天
皇
か
ら
「
満
城
紅
レ

緑
一

為
二

誰
肥
」
と
諫
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め
ら
れ
て
い
る
。
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
始
ま
っ
た
争
乱
中
も
、

享
楽
を
続
け
、
興
福
寺
の
尋
尊
に
「
公
方
（
将
軍
）
は
大
御
酒
」
と
い

わ
れ
、
又
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
乱
が
終
わ
っ
て
も
「
日
本
国
は
悉

く
以
て
（
将
軍
の
）
御
下
知
に
応
ぜ
ず
」
と
評
さ
れ
て
い
る
（『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』）。

　

 　

将
軍
は
義
政
の
後
、
九
代
義
尚
（
一
四
七
三
〜
6
年
間
）・
十
代
義

稙
（
一
四
九
〇
〜
3
年
間
・
一
五
〇
八
〜
14
年
間
再
任
）・
十
一
代
義

澄
（
一
四
九
四
〜
16
年
間
）、
十
二
代
義
晴
（
一
五
二
一
〜
25
年
間
）・

十
三
代
（
一
五
四
六
〜
9
年
間
）・
十
四
代
義
栄
（
一
五
六
八
〜
半

年
）・
十
五
代
義
昭
（
一
五
六
八
〜
20
年
間
）
と
続
い
て
い
る
。

※ 

石
原
比
伊
呂
『
室
町
時
代
の
将
軍
家
と
天
皇
家
』（
勉
誠
出
版
、
平
成

二
十
七
年
）、
呉
座
勇
一
『
応
仁
の
乱
│
戦
国
時
代
を
生
ん
だ
大
乱
』

（
中
公
新
書
、
平
成
二
十
八
年
）
な
ど
。

② 

Ｐ
三
四
一　

細
川
勝
元
（
一
四
三
〇
〜
七
三
・
74
歳
）
と
山
名
宗
全

（
一
四
〇
四
〜
七
三
）
…
…
勝
元
は
室
町
幕
府
の
管
領
を
三
度
務
め

（
一
四
四
五
か
ら
晩
年
ま
で
の
通
算
23
年
間
）、
宗
全
（
持
豊
）
は
室
町

幕
府
の
四
職
で
十
ヶ
国
の
守
護
大
名
。
応
仁
の
乱
で
は
、
当
初
の
宗
全

が
後
花
園
上
皇
・
後
土
御
門
天
皇
を
擁
し
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
勝
元

が
上
皇
・
天
皇
を
確
保
し
て
い
る
。

③ 

Ｐ
三
四
二
〜
五　
『
応
仁
記
』
と
『
応
仁
略
記
』
…
…
応
仁
の
乱
に
関

す
る
戦
記
は
、
㋑
『
応
仁
記
』・
㋺
『
応
仁
別
記
』・
㋩
『
応
仁
略

記
』・
㋥
『
応
仁
武
記
』・
㋭
『
応
仁
私
記
』（
応
仁
元
年
京
都
合
戦
記
）

お
よ
び
㋬
『
細
川
勝
元
記
』
な
ど
が
あ
る
（『
改
定
史
籍
集
覧
』
な
ど

に
所
収
）。
こ
の
う
ち
、
㋑
は
三
巻
あ
り
、
乱
後
ま
も
な
い
こ
ろ
の
成

立
、『
太
平
記
』
に
似
た
調
子
で
京
童
の
洛
書
も
収
め
る
が
、
筆
者
は

不
明
。
㋺
㋩
は
㋑
と
共
通
の
素
材
を
用
い
た
と
み
ら
れ
る
類
本
。

※ 

和
田
英
道
「
応
仁
の
乱
関
係
軍
記
書
誌
目
録
稿
」（
跡
見
学
園
女
子
大

学
国
文
学
科
報
5
）
参
照
。

④ 

Ｐ
三
四
五　

皇
極
天
皇
（
五
九
四
〜
六
六
一
）
…
…
夫
君
舒
明
天
皇
の

崩
御
に
よ
り
二
方
目
の
女
帝
と
し
て
即
位
〈
六
四
二
・
44
歳
〉
さ
れ
た

が
、
長
男
の
中
大
兄
皇
子
（
六
二
六
〜
六
七
一
）
に
よ
る
「
大
化
の
改

新
」（
六
四
五
）
の
断
行
に
先
立
ち
、
皇
弟
の
孝
徳
天
皇
（
五
九
六
〜

六
五
四
）
に
史
上
初
め
て
譲
位
さ
れ
た
。
つ
い
で
、
叔
父
孝
徳
天
皇
の

崩
御
に
よ
り
重
ね
て
践
祚
（
六
五
五
）
し
て
斉
明
天
皇
と
な
ら
れ
た

（
在
位
六
年
半
）。

　

 　

譲
位
は
以
後
、
江
戸
後
期
の
光
格
天
皇
か
ら
皇
子
仁
孝
天
皇
へ
の
譲

位
（
一
八
一
七
）
ま
で
六
十
例
近
く
あ
り
、
平
成
の
天
皇
が
約
二
百
年

ぶ
り
に
行
わ
れ
た
。

⑤ 

Ｐ
三
四
五　

土
御
門
天
皇
（
一
四
四
二
〜
一
五
〇
〇
）
…
…
父
帝
後
花

園
天
皇
（
一
四
一
九
〜
一
四
七
〇
）
の
譲
位
に
よ
る
即
位
（
一
四
六

四
）
か
ら
三
十
六
年
余
り
在
位
さ
れ
た
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱
に
よ
っ

て
将
軍
家
の
室
町
邸
を
仮
御
所
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
応
八
年

（
一
四
九
九
）
不
予
に
よ
り
譲
位
し
よ
う
と
さ
れ
た
が
費
用
な
く
、
翌

年
崩
御
さ
れ
て
も
葬
礼
の
で
き
な
い
ま
ま
泉
涌
寺
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
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⑥ 
Ｐ
三
四
六　

後
柏
原
天
皇
（
一
四
六
四
〜
一
五
二
六
）
…
…
父
帝
後
土

御
門
天
皇
の
崩
御
（
一
五
〇
〇
）
に
よ
り
37
歳
で
践
祚
さ
れ
て
か
ら
も

費
用
が
な
く
、
本
書
の
依
拠
し
た
『
国
史
眼
』
の
記
す
ご
と
く
、「
管

領
館
細
川
政
元
謂
ふ
…
…
天
下
に
号
令
す
る
は
将
軍
に
て
足
れ
り
。

…
…
主
上
、
す
で
に
践
祚
す
。
即
位
の
礼
を
行
は
ざ
る
も
敢
て
朝
令
に

軽
重
な
し
」
と
言
い
放
つ
有
様
で
あ
っ
た
が
、
十
二
年
後
の
永
正
十
六

年
に
幕
府
と
本
願
寺
な
ど
の
献
金
に
よ
り
何
と
か
行
わ
れ
た
。

⑦ 

Ｐ
三
四
六　

三
条
西
実
隆
（
一
四
五
五
〜
一
五
三
七
）
…
…
早
く
家
督

を
継
い
で
内
大
臣
に
至
る
。
母
方
甘
露
寺
家
の
縁
者
が
後
柏
原
天
皇
の

妃
に
入
り
、
後
奈
良
天
皇
の
母
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
天
皇
の
信
頼
が

篤
い
。
一
条
兼
良
や
足
利
義
政
な
ど
と
も
交
流
が
広
い
文
化
人
で
、
六

十
年
以
上
に
わ
た
る
『
実
隆
公
記
』
や
紀
行
文
『
高
野
山
参
詣
日
記
』

お
よ
び
和
歌
集
『
雪
玉
集
』『
聴
雪
集
』
な
ど
が
あ
る
。

⑧ 

Ｐ
三
四
六　
『
官
位
訓
』
…
…
晩
年
著
述
に
専
念
し
た
貝
原
益
軒
（
一

六
三
〇
〜
一
七
一
四
）
の
著
作
。
四
巻
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
刊

⑨ 

Ｐ
三
四
七　

大
内
義
興
（
一
四
七
七
〜
一
五
二
八
）
…
…
周
防
守
護
大

内
氏
十
五
代
当
主
。
室
町
幕
府
の
管
領
代
と
し
て
将
軍
を
後
見
し
、
山

城
な
ど
七
国
の
守
護
職
を
兼
ね
て
い
る
。
子
の
義
隆
（
一
五
〇
七
〜
五

一
）
が
、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
後
奈
良
天
皇
の
即
位
式
に
銭
二
千

貫
を
献
進
し
た
。

⑩ 

Ｐ
三
四
七　

後
奈
良
天
皇
（
一
四
九
五
〜
一
五
五
七
）
…
…
父
帝
後
柏

原
天
皇
の
崩
御
（
一
五
二
六
）
に
よ
り
31
歳
で
践
祚
し
、
三
十
一
年
間

在
位
さ
れ
た
。
し
か
し
、
即
位
式
は
十
年
後
に
大
内
氏
な
ど
の
献
金
に

よ
り
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
大
嘗
祭
は
容
易
に
行
い
え
ず
、
伊
勢
の
神

宮
に
陳
謝
の
宣
命
を
奉
っ
て
お
ら
れ
る
。

⑪ 

Ｐ
三
四
七　

御
湯
殿
（
上
）
日
記
…
…
内
裏
の
清
涼
殿
に
あ
る
御
湯
殿

の
側
に
あ
る
「
御
湯
殿
上
」（
控
え
の
間
）
で
仕
え
る
当
直
女
官
（
典

侍
・
内
侍
な
ど
）
が
仮
名
で
書
い
た
日
記
。
後
土
御
門
天
皇
の
文
明
九

年
（
一
四
七
七
）
か
ら
仁
孝
天
皇
の
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
ま
で
約

三
百
五
十
年
分
が
伝
存
す
る
（
但
し
、
後
柏
原
天
皇
朝
の
二
十
七
年
分

は
欠
失
）。

※ 

松
薗
斉
『
日
記
の
家
│
中
世
国
家
の
記
録
組
織
』（
吉
川
弘
文
館
、
平

成
九
年
）、
小
高
恭
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
の
基
礎
的
研
究
』（
和
泉
書

院
、
昭
和
六
十
年
）、『
お
湯
殿
の
上
の
日
記　

主
要
語
彙
索
引
』（
岩

田
書
院
、
平
成
九
年
）
な
ど
参
照
。

⑫ 

Ｐ
三
五
八
〜
九　

豊
臣
秀
吉
、「
天
下
を
統
一
し
、
遂
に
大
い
に
皇
室

を
安
ん
じ
奉
る
に
至
れ
り
。
秀
吉
は
其
の
身
を
微
賤
よ
り
起
せ
し
を
以

て
、
皇
室
の
恩
沢
に
よ
り
其
の
力
を
仮
り
て
重
き
を
天
下
に
置
か
ん
と

欲
し
、
常
に
天
子
の
詔
を
請
う
て
諸
侯
の
入
朝
を
促
ぜ
り
。﹇
北
条
氏

政
（
後
北
条
氏
第
四
代
当
主
）、
島
津
家
久
等
を
従
す
に
、
皆
朝
命
を

以
て
せ
り
。﹈
…
…
又
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
四
月
四
日
に
は
、

前
例
を
案
じ
﹇
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）、
後
円
融
院
（
天
皇
）
足
利

（
義
満
）
の
室
町
の
邸
に
行
幸
あ
り
。
又
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）

三
月
に
は
、
後
小
松
天
皇
、
足
利
（
義
持
）
の
北
山
の
第
に
行
幸
あ



79 『皇室野史』の再発見

り
。
之
を
前
例
と
云
ふ
﹈、
是
よ
り
前
、
善
美
を
尽
し
て
建
築
せ
る
其

の
私
第
聚じ
ゅ

楽ら
く

に
後
陽
成
天
皇
の
行
幸
を
請
ひ
奉
り
、
自
ら
御
座
の
右
に

侍
し
、
文
武
百
宮
を
会
し
て
御
前
の
盟
を
致
さ
し
め
た
り
。
楠
木
正
虎

（
正
成
の
裔
）
の
聚
楽
行
幸
記
に
其
の
誓
書
の
全
文
あ
り
。」（
全
集
一

Ｐ
三
五
九
3
行
〜
三
六
三
8
行
に
引
用
解
説
）

※ 

『
聚
楽
行
幸
記
』
は
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）、
豊
臣
秀
吉
（
52
）

の
御
伽
衆
大
村
由
己
（
一
五
三
六
〜
一
五
九
六
、『
天
正
記
』
著
者
）

が
、
太
閤
の
命
を
受
け
て
行
幸
の
直
後
、
全
容
を
和
文
体
で
記
録
し
た

も
の
（
楠
木
正
虎
清
書
）。
原
本
と
み
ら
れ
る
前
田
家
尊
経
閣
文
庫
の

奥
書
に
「
天
正
十
六
年
五
月
吉
辰
、
仰
せ
に
依
り
之
を
記
す
。
梅
庵

（
大
村
）
由
己
﹇
花
押
﹈　

清
書　

法
師
（
楠
）
長
諳
﹇
花
押
﹈
と
あ

る
。
そ
れ
に
秀
吉
が
朱
印
を
押
し
て
、
一
本
は
後
陽
成
天
皇
に
献
上

し
、
一
本
を
足
利
義
昭
に
贈
呈
し
た
（
後
者
は
大
阪
城
天
守
閣
本
と
し

て
伝
存
公
表
さ
れ
て
い
る
）。
そ
の
流
布
本
は
群
書
類
従
（
帝
王
部
）

お
よ
び
桑
田
忠
親
氏
校
注
『
太
閤
史
料
集
』
所
収
。

※ 

楠
木
正
虎
（
一
五
二
〇
〜
一
五
九
六
）
は
、
橘
氏
の
流
れ
を
汲
む
楠
木

正
成
の
孫
正
秀
と
称
す
る
河
内
の
大
饗
正
盛
の
子
孫
で
「
楠
長
諳
」
を

名
乗
っ
た
。
世
尊
寺
流
の
書
を
学
び
、
冷
泉
家
・
山
科
家
と
交
流
が
あ

り
、
織
田
家
・
豊
臣
家
の
右
筆
を
務
め
、「
従
四
位
下
河
内
守
」「
式
部

卿
法
師
」
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
（
三
浦
圭
一
氏
「
大
饗
正
虎
」『
国
史

大
辞
典
』
昭
和
六
十
二
年
）。

　

 　

ち
な
み
に
、
楠
木
正
虎
は
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
正
親
町
天
皇

（
北
朝
系
）
に
祖
先
正
成
の
赦
免
を
請
願
し
、
十
一
月
二
十
日
勅
免
を

受
け
た
の
で
、
晴
れ
て
楠
木
氏
を
公
称
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
そ
の
歎
願
に
対
す
る
左
の
勅
免
状
が
『
旧
讃
岐
高
松
藩
士
楠
氏
家

蔵
文
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

 　
「
建
武
の
比
、
先
祖
正
成
、
朝
敵
と
為
り
勅
勘
を
被
る
に
依
り
、
一

流
已
に
沈
淪
し
訖
ん
ぬ
。
然
し
て
今
、
其
の
苗
裔
先
非
を
悔
い
為
す
。

恩
免
の
事
、
歎
き
て
申
し
入
る
の
旨
、
聞
し
食
さ
る
る
者
な
り
。
弥
々

奉
公
の
忠
功
を
抽
ん
ず
べ
き
の
由
、
天
気
此
の
如
く
之
を
悉
す
、
以
て

状
す
。
／
永
禄
二
年
十
一
月
二
十
日　

右
中
弁
﹇
花
押
﹈
／
楠
河
内
守

殿
」（
藤
田
精
一
氏
『
楠
氏
研
究
』〈
積
善
館
、
四
訂
版
、
昭
和
十
三

年
〉、（
村
田
正
志
氏
「
吉
野
時
代
以
後
の
楠
氏
」『
続
南
北
朝
史
論
』）

思
文
閣
出
版
、
昭
和
五
十
八
年
）

※ 

『
聚
楽
物
語
』
…
…
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
〜
一
六
四
四
）
初
版
（
作

者
不
明
）。
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
秀
吉
が
甥
の
秀
次
を
追
放
し
た

事
件
を
中
心
に
扱
っ
た
仮
名
草
子
。（
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
寛
永
十
七
年
五
月
杦
田
勘
兵
衛
開
板
本
）

※ 

第
一
章
の
要
語
略
注　

以
下
す
べ
て
成
稿
す
み

 

（
令
和
四
年
一
月
十
二
日
記
）




